
6 2017（平成29年）

　52円だった通常はがきの料金が、6月から62円に引き上げられ
ます。これに伴い往復はがきは124円になります。ただし年賀は
がきは52円のまま据え置かれます。また、定形外郵便と、ゆうメー
ル料金に規格外料金が新設され、ともに長辺34cm、短辺25cm、
厚さ３cm、重量１㎏のいずれかでも超えると規格外となります。

郵便料金の見直し

6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
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国　税／ 5月分源泉所得税の納付 
 6月12日

国　税／ 所得税の予定納税額の通知 
 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 6月30日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 
 6月30日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合） 6月30日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 6月30日

紫陽花

編 集 発 行

ハンズホールディングス
〒860-0811
熊本県熊本市本荘6丁目8-7
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Ｉ
Ｔ
企
業
を
経
営
し
て
い
ま

す
が
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
市
場
に

進
出
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま

す
。
市
場
の
現
状
と
今
後
に
つ

い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
と
は

　
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
と
は
、
身
に
付
け

ら
れ
る
、
着
用
で
き
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
身
に
着
け

ら
れ
る
よ
う
に
し
た
場
合
で
、
一
般

的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
腕
時
計

型
の
「
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
」
で
し

ょ
う
。

　
さ
ら
に
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
や
ス
ポ
ー

ツ
の
活
動
量
を
計
測
で
き
る
「
フ
ィ

ッ
ト
ネ
ス
」
タ
イ
プ
に
は
、
ア
ウ
ト

ド
ア
仕
様
の
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
や

リ
ス
ト
バ
ン
ド
型
、
衣
服
状
に
し
た

ス
マ
ー
ト
ウ
エ
ア
。
ま
た
、
メ
ガ
ネ

型
（
ス
マ
ー
ト
グ
ラ
ス
）
や
、
仮
想

空
間
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
メ
ガ
ネ

型
の
一
種
で
頭
に
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
装

置
を
装
着
す
る
ヘ
ッ
ド
マ
ウ
ン
ト
デ

ィ
ス
プ
レ
イ
（
Ｈ
Ｍ
Ｄ
）
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
他
に
も
、
医
療
用
や

軍
事
用
な
ど
様
々
な
種
類
が
あ
り
ま

す
。

○
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
市
場

　
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
で
あ
る
米
ア

ッ
プ
ル
の
ア
ッ
プ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
や
韓

国
の
サ
ム
ス
ン
電
子
の
ギ
ア
シ
リ
ー

ズ
な
ど
市
場
拡
大
が
予
想
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
の
種
類
は
大
き
く

以
下
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

①
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル

②
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ

③
ス
マ
ー
ト
グ
ラ
ス
＆
Ｈ
Ｍ
Ｄ

④
そ
の
他

　
二
〇
一
五
年
の
ア
ッ
プ
ル
ウ
ォ
ッ

チ
登
場
以
降
、
市
場
は
ゆ
っ
く
り
成

長
し
て
い
ま
す
。
ど
の
製
品
も
二
〇

二
〇
年
に
向
け
て
市
場
拡
大
が
予
想

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま

で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
の
年
平
均
成
長

率
で
は
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ウ
ェ
ア
ラ

ブ
ル
が
一
〇
・
二
％
、
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ

ッ
チ
が
六
〇・
九
％
、
ス
マ
ー
ト
グ
ラ

ス
＆
Ｈ
Ｍ
Ｄ
が
二
六
七・
四
％
、
そ
の

他
の
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
が
一
〇・
二
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
場
規
模
を
牽
引
し
て
い
る
の
は
、

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
で
、

健
康
志
向
の
高
ま
り
か
ら
底
堅
い
推

移
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、

市
場
規
模
は
小
さ
い
も
の
の
成
長
率

が
高
い
の
は
ス
マ
ー
ト
グ
ラ
ス
＆
Ｈ

Ｍ
Ｄ
で
す
。

○
主
な
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル

　
米
ア
ン
ダ
ー
ア
ー
マ
ー
は
、
二
〇

一
六
年
一
月
に
セ
ン
サ
ー
を
内
蔵
し

た
ス
マ
ー
ト
シ
ュ
ー
ズ
を
発
表
し
ま

し
た
。
ま
た
、
台
湾
の
Ｈ
Ｔ
Ｃ
と
組

ん
で
ス
マ
ー
ト
バ
ン
ド
、
心
拍
数
セ

ン
サ
、
体
重
・
体
脂
肪
計
と
ス
マ
ホ

ア
プ
リ
を
つ
な
げ
た
健
康
管
理
シ
ス

テ
ム
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
エ
プ
ソ
ン

は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
、
脈
拍
セ
ン
サ
付
き

の
リ
ス
タ
ブ
ル
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
発
表
。
同

年
夏
に
は
、
ア
ッ
プ
ル
が
ア
ッ
プ
ル

ウ
ォ
ッ
チ
シ
リ
ー
ズ
２
、
サ
ム
ス
ン

電
子
が
ギ
ア
Ｓ
３
を
発
表
し
ま
し
た
。

　
ソ
ニ
ー
の
ク
ラ
ウ
ド
事
業
者
フ
ァ

ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
サ
イ
ト
で
登
場
し
た

ウ
ェ
ナ
リ
ス
ト
も
時
計
の
バ
ン
ド
部

分
が
決
済
機
能
等
を
持
つ
ス
マ
ー
ト

ウ
ォ
ッ
チ
と
し
て
話
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
の
装
着
型
カ

メ
ラ
・
ア
ー
ビ
ト
レ
イ
タ
ー
は
、
米

国
で
警
察
官
が
装
着
す
る
製
品
と
し
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て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
Ｈ
Ｍ
Ｄ
は
、
ソ
ニ
ー
の
プ
レ
イ
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
Ｖ
Ｒ
、
米
オ
キ
ュ
ラ
ス

Ｖ
Ｒ
の
オ
キ
ュ
ラ
ス
リ
フ
ト
Ｈ
Ｔ
Ｃ

の
ヴ
ィ
ー
ヴ
が
有
名
で
、
い
ず
れ
も

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
有
機
Ｅ
Ｌ
を
採
用

し
て
い
ま
す
。
ゲ
ー
ム
な
ど
の
分
野

で
着
実
に
市
場
が
拡
大
し
て
お
り
、

今
後
は
教
育
分
野
で
も
活
用
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

○
普
及
し
て
い
く
上
で
の
課
題

　
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
は
購
入
す
る
必
要

性
を
感
じ
な
い
と
い
う
課
題
が
最
も

多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
は
そ
の

必
要
性
が
顕
在
化
し
て
い
な
い
だ
け

と
も
い
え
ま
す
。

　
工
場
で
の
技
能
工
の
技
能
継
承
問

題
な
ど
も
ス
マ
ー
ト
グ
ラ
ス
や
Ｈ
Ｍ

Ｄ
な
ど
を
活
用
し
技
能
工
の
匠
の
技

を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
継
承
す
る
取
組

み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
東
大
病
院
な
ど
の
医
療
現
場
に
お

い
て
も
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
は
活
用
さ
れ

て
き
て
お
り
、
医
療
分
野
は
大
き
な

可
能
性
を
秘
め
た
市
場
で
す
。

　
二
〇
一
六
年
九
月
、
東
レ
と
Ｎ
Ｔ

Ｔ
は
心
電
図
を
二
四
時
間
測
定
し
て

不
整
脈
の
検
査
が
で
き
る
新
素
材
を

共
同
開
発
し
て
い
る
こ
と
を
公
表
し

ま
し
た
。
米
国
で
は
、
病
院
に
行
か

ず
に
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
を
装
着
し
生
体

デ
ー
タ
を
病
院
に
送
信
す
る
こ
と
で

治
療
が
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
も
出

て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
患
者
が
ど

こ
に
い
て
も
遠
隔
で
医
師
の
診
察
が

可
能
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
日
本

の
医
療
事
情
は
米
国
と
同
じ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
バ
ー
チ
ャ
ル
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
今
後

期
待
さ
れ
ま
す
。

○
新
し
い
市
場

　
新
市
場
と
し
て
は
ウ
ォ
ン
ツ
（
欲

求
）
市
場
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

ウ
ォ
ン
ツ
と
は
、
な
く
て
も
困
ら
な

い
が
あ
れ
ば
楽
し
く
消
費
者
の
購
買

意
欲
に
訴
え
か
け
る
も
の
で
す
。

　
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
や
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ

プ
ラ
ス
の
よ
う
な
ウ
ォ
ン
ツ
に
働
き

か
け
る
ゲ
ー
ム
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー（
革
新

製
品
）
の
登
場
で
、
腕
時
計
型
ウ
ェ

ア
ラ
ブ
ル
へ
の
抵
抗
感
が
減
り
、
ス

マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
の
普
及
が
加
速
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
医
療
分
野

に
も
ゲ
ー
ム
感
覚
を
取
り
入
れ
、
例

え
ば
リ
ハ
ビ
リ
等
を
ゲ
ー
ム
を
通
じ

て
行
う
こ
と
で
楽
し
み
な
が
ら
継
続

で
き
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
、
Ｈ
Ｍ
Ｄ
や
生
体
デ
ー
タ
を

計
算
す
る
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
、
ス

マ
ー
ト
ウ
エ
ア
な
ど
様
々
な
ウ
ェ
ア

ラ
ブ
ル
の
活
用
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
二
〇
一
六
年
七
月
の
自
転
車
レ
ー

ス
で
あ
る
ツ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス

で
は
選
手
の
ウ
ェ
ア
に
生
体
セ
ン
サ

ー
、
サ
ド
ル
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
付
け
、
選

手
間
の
距
離
や
自
転
車
の
速
度
、
坂

の
傾
斜
角
度
、
選
手
の
心
拍
数
な
ど

視
聴
者
が
楽
し
め
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が

提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
ラ
グ
ビ
ー
の

選
手
に
も
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
装
着
し
、
練
習

を
強
化
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
グ
ビ
ー
な
ど
の
ス

ポ
ー
ツ
で
の
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
管
理
の

た
め
に
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
ー
タ
が
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
着
衣
型
と
し
て
は
ペ
ッ
ト
に
着
せ

る
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
も
登
場
し
て
い
ま

す
。
ペ
ッ
ト
の
健
康
状
態
を
把
握
で

き
る
製
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
ま
と
め

　
今
後
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
市
場
は
大

き
く
進
展
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
示
唆
す
る
よ
う
な
ム
ー
ブ
メ

ン
ト
（
時
代
の
流
れ
）
や
コ
ン
テ
ン

ツ
（
情
報
の
中
身
）
も
出
て
き
て
い

ま
す
。

　
社
会
的
必
要
性
に
基
づ
い
た
ウ
ェ

ア
ラ
ブ
ル
製
品
か
ら
着
実
に
市
場
が

拡
大
し
て
い
ま
す
。
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ

の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
が

登
場
す
る
と
、
一
瞬
に
し
て
ウ
ォ
ン

ツ
市
場
が
拡
大
し
て
ニ
ー
ズ
も
変
わ

り
、
市
場
が
急
拡
大
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
来
る
べ
き
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
市
場
の

本
格
的
な
到
来
に
備
え
て
、
デ
ザ
イ

ン
性
、
ブ
ラ
ン
ド
化
、
抵
抗
感
の
排

除
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
持
続
可
能
な
成
長
の
た
め
に
デ
バ

イ
ス
（
各
種
機
器
）
の
供
給
だ
け
で

な
く
、
サ
ー
ビ
ス
化
も
踏
ま
え
た
包

括
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
意
識
し
た
取

組
み
が
必
要
で
す
。
個
人
デ
ー
タ
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の

所
有
権
の
体
制
整
備
な
ど
ク
リ
ア
す

べ
き
問
題
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

新
た
な
市
場
を
獲
得
す
る
チ
ャ
ン
ス

で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
に
な
い
市
場
に
単
独
で

取
り
組
む
に
は
限
界
が
あ
り
、
ど
の

相
手
（
企
業
、
行
政
、
研
究
所
）
と

組
め
ば
よ
い
か
、
異
業
種
連
携
に
よ

る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
真

価
が
問
わ
れ
る
時
で
も
あ
り
ま
す
。

（
参
考
・
日
本
政
策
投
資
銀
行
「
ウ

ェ
ア
ラ
ブ
ル
市
場
の
現
状
と
今
後
」）
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保
険
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、

十
分
に
理
解
し
な
い
ま
ま
加
入
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
よ
う
で
す
。

　
そ
こ
で
、
今
回
は
保
険
の
種
類
と

税
の
課
非
区
分
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

Ⅰ
　
保
険
の
分
類
と
特
徴

１
　
保
険
の
分
類

　
保
険
業
法
で
は
、
図
表
１
の
よ
う

に
保
険
を
生
命
保
険
固
有
分
野
（
い

わ
ゆ
る
第
一
分
野
の
保
険
）、
損
害

保
険
固
有
分
野
（
い
わ
ゆ
る
第
二
分

野
の
保
険
）、
生
命
保
険
・
損
害
保
険

の
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
分
野
（
第

三
分
野
の
保
険
）
と
し
て
、
三
つ
に

大
別
し
て
い
ま
す
。

⑴
　「
生
命
保
険
」
と
は
、
人
の
生

存
ま
た
は
死
亡
に
関
し
て
あ
ら
か

じ
め
約
定
さ
れ
た
金
額
を
支
払
う

保
険
の
こ
と
で
、
生
命
保
険
会
社

の
み
が
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

⑵
　「
損
害
保
険
」
と
は
、
一
定
の

偶
然
な
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
損

害
額
に
応
じ
て
保
険
金
を
支
払
う

保
険
の
こ
と
で
、
損
害
保
険
会
社

の
み
が
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

⑶
　「
第
三
分
野
の
保
険
」
と
は
、

生
命
保
険
、
損
害
保
険
の
い
ず
れ

に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
保
険
の
こ

と
を
い
い
、
生
命
保
険
会
社
、
損

害
保
険
会
社
の
双
方
で
取
り
扱
う

こ
と
が
で
き
る
保
険
で
す
。

　
　
具
体
的
に
は
、「
傷
害
保
険
」
や

「
医
療
保
険
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

２
　
分
類
別
特
徴

⑴
　
保
険
金
の
支
払
い

①
　
定
額
払
い

　
　
あ
ら
か
じ
め
約
定
さ
れ
た
金

額
を
支
払
う
方
式
で
、
値
段
を

付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
体

に
関
す
る
生
命
保
険
、
傷
害
保

険
、
医
療
保
険
等
に
適
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

②
　
実
損
払
い

　
　
実
際
に
被
っ
た
損
害
額
を
支

払
う
方
式
で
、
損
害
保
険
は
、

損
害
に
よ
り
不
当
な
利
益
を
得

る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
焼
け
太
り
）

を
防
ぐ
と
い
う
考
え
方
に
基
づ

い
て
い
ま
す
。

⑵
　
兼
営
禁
止

　
　
生
命
保
険
会
社
と
損
害
保
険
会

社
は
第
一
分
野
の
保
険
と
第
二
分

野
の
保
険
を
兼
営
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
第
三
分

野
の
保
険
は
そ
れ
ぞ
れ
引
き
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑶
　
第
三
分
野
の
保
険
の
分
類

　
　
保
険
金
の
支
払
い
方
法
に
よ
り

二
つ
に
区
分
し
て
い
ま
す
。

　
　
具
体
的
に
は
、
ケ
ガ
や
病
気
に

よ
る
入
院
・
通
院
等
の
た
め
に
実

際
に
支
出
し
た
費
用
を
補
償
す
る

「
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契
約
」、
ケ

ガ
や
病
気
に
よ
っ
て
入
院
・
通
院

等
を
し
た
場
合
に
契
約
時
に
定
め

た
一
定
額
を
支
払
う
「
傷
害
疾
病

定
額
保
険
契
約
」
と
し
て
区
分
け

し
て
い
ま
す
。

　
　
以
上
か
ら
、
保
険
業
法
で
は
、

図
表
２
の
よ
う
に
「
損
害
保
険
契

約
」「
傷
害
疾
病
損
害
保
険
契
約
」

「
生
命
保
険
契
約
」「
傷
害
疾
病
定

額
保
険
契
約
」
の
四
種
類
に
保
険

を
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
関

係
で
規
定
し
て
い
ま
す
。

保
険
の
種
類
と

　
課
税
・
非
課
税

（図表２）契約関係による分類

人保険
物（財産）
保険

生命 その他
（傷害・疾病）

損害保険 ― 傷害疾病
損害保険契約 損害保険契約

生命保険 生命保険契約 傷害疾病
定額保険契約 ―

（図表１）3つの保険の種類

生命保険
（第一分野）

損害保険
（第二分野）

傷害保険・
医療保険など
（第三分野）

保険取扱い 生命保険会社 損害保険会社
生命保険会社
及び

損害保険会社

保険事故 人の生存・
死亡 偶然な事故 傷害・

疾病など

保険金支払い 定額払い 実損払い
定額払い
及び

実損払い
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Ⅱ
　
保
険
金
と
税
金

１
　
生
命
保
険
と
税
金

　
満
期
・
死
亡
保
険
金
を
受
け
取
っ

た
場
合
は
、
所
得
税
、
相
続
税
、
贈

与
税
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
課
税
が
行

わ
れ
ま
す
が
、
誰
が
保
険
料
を
負
担

し
、誰
が
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
か
、

ま
た
、
被
保
険
者
は
誰
な
の
か
に
よ

っ
て
図
表
３
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

２
　
損
害
保
険
と
税
金

⑴
　
非
課
税

　
　
事
故
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
図
表

４
の
保
険
金
は
、
所
得
税
法
上
、

非
課
税
と
な
り
ま
す
。

⑵
　
課
税

　
　
死
亡
保
険
金
に
つ
い
て
は
、
図

表
５
の
よ
う
に
相
続
税
や
贈
与
税

等
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

（
参
考
・
日
本
損
害
保
険
協
会
Ｈ
Ｐ
）

（図表５）課税される死亡保険金

自動車保険
（人身傷害保険、
搭乗者傷害保険、
自損事故保険の
うち被保険者自
身の過失部分）

被相続人が保険料を負担
している場合

保険金を受け取った者が、①被保険者の相続人である
場合は相続により、②被保険者の相続人以外の場合は
遺贈により、保険金を取得したものとみなして相続税
が課税されます。

保険金受取人が保険料を
負担している場合

所得税法上の一時所得として取り扱われ、他の一時所
得と合算して所得税が課税されます。

第三者が保険料を負担し
ている場合

保険金を受け取った者が第三者から贈与を受けたもの
とみなされ、贈与税が課税されます。

傷害保険

被保険者が保険料を負担
している場合

保険金を受け取った者が、①被保険者の相続人である
場合は相続により、②被保険者の相続人以外の場合は
遺贈により、保険金を取得したものとみなして相続税
が課税されます。

保険金受取人が保険料を
負担している場合

所得税法上の一時所得として取り扱われ、他の一時所
得と合算して所得税が課税されます。

第三者が保険料を負担し
ている場合

保険金を受け取った者が第三者から贈与を受けたもの
とみなされ、贈与税が課税されます。

（図表４）非課税となる保険金

自
動
車
保
険

対人賠償保険 対人事故により支払われる保険金
対物賠償保険 対物事故により支払われる保険金

人身傷害保険

①損害賠償的要素の保険金
被保険者の死亡・後遺障害・傷害に対する保険金のうち、加害者の過失
による部分

②傷害保険的要素部分の保険金
被保険者の過失による部分として支払われる後遺障害保険金・医療保険金

搭乗者傷害保険 被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金

無保険車傷害保険 無保険車による事故により被保険者や被保険者の父母、配偶者、子が受け
取る保険金

自損事故保険 被保険者が受け取った後遺障害保険金・医療保険金
車両保険 車両事故により被保険者に支払われる保険金

火災保険 火災・爆発などの事故により支払われる保険金

傷害保険 本人または家族の傷害により受け取った後遺障害保険金、入院保険金、手
術保険金、通院保険金など

（図表３）保険金と課税関係（一時金で受け取った場合）
保険金 契約者

（保険料負担者） 被保険者 保険金受取人 対象となる税金の種類

死亡保険金

夫 夫 相続人 相続税（保険金非課税の取扱い有り）
夫 夫 相続人以外 相続税（保険金非課税の取扱い無し）
夫 妻 夫 所得税（一時所得）
夫 妻 子 贈与税

満期保険金 夫 ― 夫 所得税（一時所得）（年金受取は雑所得）
夫 ― 妻 贈与税
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　労
働
者
を
使
用
し
て
事
業
を
行
う

者
は
、
労
働
災
害
の
防
止
の
た
め
の

最
低
基
準
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
快

適
な
職
場
環
境
の
実
現
と
労
働
条
件

の
改
善
を
通
じ
て
労
働
者
の
安
全
と

健
康
を
確
保
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん（
労
働
安
全
衛
生
法
）。

　今
回
は
、
常
用
労
働
者
数
が
百
人

未
満
の
事
業
場
の
安
全
衛
生
管
理
体

制
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。

一

　五
十
人
以
上
百
人
未
満
事
業
場

　常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
で
は
、
五
十
人
未
満
の
事
業

場
に
比
べ
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

も
の
（
各
種
管
理
者
の
選
任
や
委
員

会
の
設
置
）が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　一
定
の
資
格
や
実
務
経
験
を
必
要

と
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
労

働
者
の
増
員
予
定
が
あ
る
事
業
場
で

は
五
十
人
に
達
す
る
前
か
ら
準
備
を

進
め
て
い
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

㈠

　安
全
管
理
者

①

　選
任
・
職
務
等

　常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
の
う
ち
、
一
定
の
業
種
泫
に

お
い
て
選
任
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ

の
者
に
「
安
全
」
に
関
す
る
事
項
を

管
理
さ
せ
ま
す
。

泫

　選
任
業
種

　
　林
業
、
鉱
業
、
建
設
業
、
運
送

業
、
清
掃
業
、
製
造
業
（
物
の
加

工
業
を
含
む
）、
電
気
業
、
ガ
ス

業
、
熱
供
給
業
、
水
道
業
、
通
信

業
、
各
種
商
品
卸
売
・
小
売
業
、

家
具
・
建
具
・
じ
ゅ
う
器
等
卸
売
・

小
売
業
、燃
料
小
売
業
、旅
館
業
、

ゴ
ル
フ
場
業
、
自
動
車
整
備
業
及

び
機
械
修
理
業

　職
務
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

・

　建
設
物
、
設
備
、
作
業
場
所
ま

た
は
作
業
方
法
に
危
険
が
あ
る
場

合
の
応
急
措
置
、
防
止
措
置

・

　安
全
装
置
、
保
護
具
等
の
定
期

的
な
点
検
及
び
整
備

・

　作
業
の
安
全
に
つ
い
て
の
教
育

及
び
訓
練

・

　発
生
し
た
災
害
原
因
の
調
査
及

び
対
策
の
検
討

・

　消
防
及
び
避
難
の
訓
練

・

　作
業
主
任
者
そ
の
他
安
全
に
関

す
る
補
助
者
の
監
督

・

　安
全
に
関
す
る
資
料
の
作
成
、

収
集
及
び
重
要
事
項
の
記
録

・

　そ
の
事
業
の
労
働
者
が
行
う
作

業
が
他
の
事
業
の
労
働
者
が
行
う

作
業
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行

わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
安
全
措
置

　ま
た
、
安
全
管
理
者
は
、
作
業
場

等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
等

に
危
険
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

直
ち
に
、
そ
の
危
険
を
防
止
す
る
た

め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
述
す

る
衛
生
管
理
者
の
よ
う
に
巡
視
頻
度

の
定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
災
害
発

生
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
巡

視
頻
度
を
増
や
す
な
ど
、
事
業
場
の

状
況
に
応
じ
た
危
険
防
止
措
置
を
行

っ
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

②

　資
格
要
件

　一
定
年
数
以
上
の
産
業
安
全
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
し
、か
つ
、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修

了
し
た
者
や
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
等
が
該
当
し
ま
す
。

㈡

　衛
生
管
理
者

①

　選
任
・
職
務
等

　常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
で
は
、
す
べ
て
の
業
種
に
お

い
て
選
任
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の

者
に
「
衛
生
」
に
関
す
る
事
項
を
管

理
さ
せ
ま
す
。
㈠
の
安
全
管
理
者
と

異
な
り
、
業
種
に
関
わ
ら
ず
選
任
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

を
要
し
ま
す
。

　職
務
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

・

　健
康
に
異
常
の
あ
る
者
の
発
見

及
び
処
置

・

　作
業
環
境
の
衛
生
上
の
調
査

・

　作
業
条
件
、
施
設
等
の
衛
生
上

の
改
善

・

　労
働
衛
生
保
護
具
、
救
急
用
具

等
の
点
検
及
び
整
備

・

　衛
生
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他

労
働
者
の
健
康
保
持
に
必
要
な
事

項
・

　労
働
者
の
負
傷
及
び
疾
病
、
そ

れ
に
よ
る
死
亡
、
欠
勤
及
び
移
動

に
関
す
る
統
計
の
作
成

・

　そ
の
事
業
の
労
働
者
が
行
う
作

業
が
他
の
事
業
の
労
働
者
が
行
う

作
業
と
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行

わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
衛
生
措
置

・

　そ
の
他
衛
生
日
誌
の
記
載
等
職

務
上
の
記
録
の
整
備
等

　ま
た
、
衛
生
管
理
者
は
、
事
業
場

の
定
期
巡
視
（
少
な
く
と
も
毎
週
一

中
小
規
模
事
業
場
の

安
全
衛
生
管
理
体
制
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回
）
を
し
、
設
備
、
作
業
方
法
ま
た

は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
に
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健

康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②

　資
格
要
件

　衛
生
管
理
者
免
許
（
第
一
種
・
第

二
種
）、
衛
生
工
学
衛
生
管
理
者
免

許
を
有
す
る
者
ま
た
は
医
師
、
歯
科

医
師
、
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

な
ど
が
該
当
し
ま
す
。
業
種
に
応
じ

必
要
と
さ
れ
る
も
の
が
異
な
り
ま
す
。

㈢

　産
業
医

　常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
で
は
、
一
定
の
医
師
の
う
ち

か
ら
産
業
医
を
選
任
し
、
専
門
家
と

し
て
労
働
者
の
健
康
管
理
等
に
当
た

ら
せ
ま
す
。
㈡
の
衛
生
管
理
者
と
同

様
に
、
業
種
に
関
わ
ら
ず
選
任
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を

要
し
ま
す
。

　職
務
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

・

　健
康
診
断
及
び
面
接
指
導
等
の

実
施
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果
に
基

づ
く
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る

た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

・

　作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す

る
こ
と

・

　作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

・

　労
働
者
の
健
康
管
理
に
関
す
る

こ
と

・

　健
康
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他

労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図

る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

・

　衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と

・

　労
働
者
の
健
康
障
害
の
原
因
の

調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
こ
と

　産
業
医
に
も
定
期
巡
視
が
義
務
づ

け
ら
れ
、少
な
く
と
も
毎
月
一
回（
平

成
二
十
九
年
六
月
以
降
は
、
一
定
要

件
を
満
た
す
場
合
「
二
月
に
一
回
」）

作
業
場
を
巡
視
し
、
作
業
方
法
ま
た

は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
に
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健

康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

㈣

　安
全
委
員
会
・
衛
生
委
員
会

　常
用
労
働
者
数
が
五
十
人
以
上
の

事
業
場
で
は
、
全
て
の
業
種
に
お
い

て「
衛
生
委
員
会
」を
設
置
し
ま
す
。

　ま
た
、
一
定
の
業
種
・
規
模
に
お

い
て
は
、「
安
全
委
員
会
」
も
設
置

し
ま
す
。
両
方
を
設
置
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
事
業
場
で
は
、
そ
れ
ら
を

一
つ
に
し
「
安
全
衛
生
委
員
会
」
と

し
て
設
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　委
員
の
構
成
や
調
査
審
議
事
項
に

つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
毎

月
一
回
以
上
の
開
催
や
、
議
事
を
労

働
者
に
周
知
す
る
こ
と
、
記
録
の
作

成
・
三
年
間
の
保
存
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

二

　十
人
以
上
五
十
人
未
満
事
業
場

　常
用
労
働
者
数
十
人
以
上
五
十
人

未
満
の
小
規
模
事
業
場
で
は
、
業
種

に
応
じ
「
安
全
衛
生
推
進
者
」
又
は

「
衛
生
推
進
者
」
を
選
任
し
、
そ
の

者
に
労
働
者
の
危
険
又
は
健
康
障
害

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
の
業
務

を
担
当
さ
せ
ま
す
。

　安
全
管
理
者
、
衛
生
管
理
者
、
産

業
医
は
、
選
任
時
の
報
告
義
務
（
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
へ
）
が
あ
り
ま

す
が
、
安
全
衛
生
推
進
者
・
衛
生
推

進
者
に
つ
い
て
は
報
告
義
務
が
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
氏
名
を
作
業
場

の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
等
に

よ
り
労
働
者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

三

　適
用
事
業
の
単
位

　事
業
場
の
適
用
単
位
は
労
働
基
準

法
の
考
え
方
と
同
一
で
あ
り
、
原
則

と
し
て
「
場
所
」
ご
と
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
ま
す
。

　例
え
ば
、
衛
生
管
理
者
は
常
用
労

働
者
数
五
十
人
以
上
の
事
業
場
に
選

任
義
務
が
あ
り
、
本
社
七
十
人
、
支

社
六
十
人
の
会
社
で
は
、
本
社
と
支

社
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
衛
生
管
理

者
を
選
任
し
ま
す
。

　労
働
者
数
は
、
日
雇
労
働
者
、
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
の
臨
時
的
労
働
者

の
数
を
含
め
、
常
態
と
し
て
使
用
す

る
労
働
者
の
数
に
よ
り
判
断
し
ま
す
。

四

　そ
の
他

　労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
要
件
や
実
施
す
べ
き
事
項
は
多

岐
に
わ
た
る
た
め
、
こ
こ
で
は
概
略

に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
厚
生
労

働
省
や
都
道
府
県
労
働
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
に
も
詳

細
案
内
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら

も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　な
お
、
労
働
者
数
が
百
人
以
上
の

事
業
場
や
建
設
業
、
製
造
業
な
ど
危

険
・
有
害
な
作
業
を
伴
う
事
業
場
で

は
今
回
触
れ
た
も
の
以
外
に
も
、
講

ず
べ
き
事
項
（
総
括
安
全
衛
生
管
理

者
の
選
任
な
ど
）
が
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
各
事
業
場
の
規
模
・
業
種
に

応
じ
た
適
切
な
安
全
衛
生
管
理
体
制

を
構
築
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。



　「パートタイマーを募集しているが、応募
者がゼロというのは初めてだ」とＡ社・人
事担当者は困惑します。
　応募者は企業を見抜く手段として、以下
の３つの場面で確認していると思われます。
１．ホームページを見る
①　企業独自のホームページを先ず見て、
どのような会社か頭に描く。
②　インターネット求人サイトから、採用
後にどんな仕事に就くか詳しく知る。
③　企業理念・経営者の声
④　教育・研修制度の有無
　　ホームページに記載が無い場合、従業
員への期待度が低いのか疑問を抱く。
　これらホームページの情報から、頑張っ
て働けば処遇が良くなるのかを判断する。
２．受付時の対応
①　電話の出方

　　電話応対で企業の一端が分かる。
②　応募時の反応の速さや的確さ
　　遅い対応は募集の本気度を疑われても
仕方がない。
③　履歴書送付後の対応
　　最近では応募を躊躇させないため、応
募時の履歴書は不要という会社が増えて
いる。
④　あえて「問合せしてみる」
　　丁寧な応対で働く意欲を引き出す。受
付時の対応には、「企業の素の姿」が出
るものであり、ぞんざいな態度は企業の
損失になる。
３．面接時の対応
①　面接者の礼儀により、その企業の人に
対する基本的敬意が伝わる。
②　仕事内容やシフトについての説明
　　この説明に対して応募者の質問、確認
がされる場合は、やる気があると認める
こと。
③　その他、質疑応答で、応募者が働き続
けられるかをジャッジしている。

パートに「選ばれる会社」
とは？

　従業員規模20人～ 50人の会社の採用担
当者が面談時にどのように臨んでいるか、
経営コンサルタント・Ａ氏は次のように話
します。
　会社側も応募者に労働力を提供してもら
う以上、それに対し給料等環境を整備しな
くてはならないので両者間はフィフティ・
フィフティの関係である。
－面談は大きくもならず、小さくもならず
の話し合い－

　応募者は「私はこういう人間で、こうい
うことをやってきた」、一方、会社は「じ
ゃあ我が社ではどういうことをやってくれ
ますか」と考えがちになる。
－応募者は当社では全くの素人、でも人材
を補わなくてはならない－

　面談者の中には受けたら入れそうだ、と
いう会社選びの人は敬遠する。また、人物
が良いだけも心許ない。
－受ける会社の業界を研究して、その業界
で働きたいことが決め手になる－

中途採用担当者の本音
　「日
本
の
生
産
年
齢
人
口
（
一
五
〜

六
四
歳
人
口
）
が
減
少
し
て
お
り
、

二
〇
二
七
年
に
は
週
一
万
人
ペ
ー
ス

で
労
働
力
が
消
え
る
」
と
の
新
聞
報

道
が
あ
り
ま
し
た
。数
字
の
根
拠
は
、

人
口
問
題
研
究
所
の
二
〇
六
〇
年
ま

で
の
長
期
推
計
で
す
。

　こ
の
推
計
表
で
は
、
生
産
年
齢
人

口
は
二
〇
一
五
年
の
七
、六
八
二
万

人
か
ら
二
〇
三
〇
年
に
は
六
、七
七
三

万
人
と
九
〇
九
万
人
減
少
。
年
平
均

六
〇
万
人
の
減
少
で
す
。

　日
本
が
人
口
減
少
に
入
っ
た
二
〇

〇
八
年
か
ら
の
緩
や
か
な
影
響
は
今

後
十
五
年
間
で
一
層
の
労
働
力
不
足

を
起
こ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　経
済
は
ど
う
な
る
か
を
見
る
場
合
、

「
資
本
」「
労
働
力
」「
生
産
性
（
技
術

進
歩
に
よ
っ
て
伸
び
る
）」
の
合
算

で
す
が
、
現
状
で
一
番
大
き
な
要
素

は
「
労
働
力
」
で
す
。

　し
た
が
っ
て
、
経
済
も
今
後
、
急

激
な
減
速
が
起
き
て
く
る
こ
と
を
考

え
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

週
一
万
人
が
消
え
る
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